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○

平成1H1年度の固定資産税評価額の修正基準

Q:平成10-11年度の固定資産税評価

額の修正があると聞いたのですが、どのよう

に修正されるのでしょうか。

A:地価の下落率により固定資産税評価額

の修正が行われます。

【解説】

固定資産税の評価替えは3年に一度とされ

ていますが、平成9年度の税制改正で固定資

産税の負担緩和措置として、平成10年度と

11年度においてもなお地価が下落している

場合に限り、市町村長の判断により評価額を

修正できるという特例措置が講じられていま

す ◎

自治省はこのほど、平成10．11年度の

固定資産税評価額算定にあたっては、従来に

も増して地価下落を評価に反映させる方針を

打ち出しました。今後も地価が下落している

場合、平成10年度（11年度）の固定資産

税評価額については、平成8年1月1日から

平成9年7月1日まで（11年度は10年7

月1日まで）の間の地価の下落率により価格

の修正を行うこととされています。

評価額の修正は、商業地区、工業地区、住

宅地区等といった用途地域を単位として行わ

れ、地価の下落率については、国土利用計画

法に基づき、都道府県が毎年7月1日時点で

行う基準地の地価調査で把握することとされ

ています。

この修正により、固定資産税評価額を課税

標準とする不動産取得税や登録免許税も連動

して下がることになります。


